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「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等

の一部改正について

介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）第３条等の規定

が平成１８年４月１日から施行されることに伴い、当該改正法に基づく指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成

１８年厚生労働省令第３３号 、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び）

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準(平成１８年厚生労働省令第３６号）等が公布され、平成１８年４月１

日から施行されることから、関係通知の一部を別添のとおり改正し、同日より適用

することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知

徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。



（別添）

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

（平成１１年老企第２５号）の一部改正

別紙１のとおり改正する。

２ 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

（平成１１年老企第２２号）の一部改正

別紙２のとおり改正する。

３ 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて（平

成１２年老企第３４号）の一部改正

別紙３のとおり改正する。

４ 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について（平成１２

年老企第４２号）の一部改正

別紙４のとおり改正する。

５ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平

成１２年老企第４３号）の一部改正

別紙５のとおり改正する。

６ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準につい

て（平成１２年老企第４４号）の一部改正

別紙６のとおり改正する。

７ 指定介護療養型医療施設の人員 設備及び運営に関する基準について 平、 （

成１２年老企第４５号）の一部改正

別紙７のとおり改正する。

８ 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護

サービス費用について（平成１２年老企第５２号）の一部改正

別紙８のとおり改正する。

９ 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて（平成１

２年老企第５４号）の一部改正

別紙９のとおり改正する。

10 介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収（平成１２年老振

２５号・老健第９４号）の一部改正

別紙10のとおり改正する。



11 介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成１２年老振

第７５号・老健第１２２号）の一部改正

別紙11のとおり改正する。




